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１．市街地総合再生計画地区の名称、区域及び面積 

名称 伊達駅前地区市街地総合再生計画 

面積 6.18ha 

区域 別図参照 

 

２．地区整備の基本方針 

本市は、北海道中央南西部、道都札幌市と函館市の中間に位置し、南は噴火湾に面し、東は室蘭

市及び登別市に、北西には噴煙たなびく有珠山、昭和新山を挟んで洞爺湖町に隣接し、壮瞥町を挟

んで大滝地区となっている。平成 18 年３月に大滝村を編入合併し、新「伊達市」が誕生し、人口

37,619 人となったが、昭和 60 年以降、ほぼ横ばいで推移している。人口動態は、周辺市町村

からの流入に加え、恵まれた気候風土を反映して道内外各地から移住する人が多い一方、若年層の

都市部への人口流出が続いている。 

中心市街地区は、本市のほぼ中間部から噴火湾沿いに南北に広がっており、市役所などの官公署

や金融機関、さらに多くの商店街が集積し、本市における経済の中心的役割を担う地域である。さ

らに、伊達駅前地区は JR 伊達紋別駅や道南バスターミナルなど、交通の要衝としての役割も果た

してきた。また、早くから下水道をはじめとする住環境の整備など、人口集中地区にふさわしい居

住環境づくりが進められ、幹線道路の整備や商店街の近代化などにより地域の活性化が図られてき

た。 

しかし、商業面では相次ぐ大型店の出店や車社会の定着、生活様式の変化から生活圏が拡大して

おり、既存商店街になかなか活気が戻らないという現状にある。それに伴い、商店の移転・撤退が

発生し、市街地の空洞化なども進んでいる。いかに中心市街地に人を集め、賑わいを生み出すかが

大きな課題となっている。さらに、西浜町をはじめとした海岸線沿いの地域は鉄道により分断され

ており、災害時や緊急時の安全確保、住民の不安解消が大きな課題となっている。 

地域的には、より高齢化が進み、独居老人対策や介護支援体制など地域福祉の充実が求められて

おり、自治会の活性化など地域活動の充実を図る必要がある。 

このような状況の中で、伊達市都市計画マスタープラン（平成 16 年 4 月策定）では、JR 伊達

紋別駅前地区などの中心商業地としての再構築やまちなか居住の推進、道路の整備にあわせた良好

な住環境の確保に努め、また、JR 伊達紋別駅周辺の石蔵などの歴史的建造物については、特色あ

るまちづくりや観光資源としての活用を進めるとしている。 

本市の第六次総合計画（平成 21 年３月策定）でも、伊達紋別駅周辺地区の商業機能の再構築、

公的住宅整備やケア付き安心ハウスによるまちなか居住の推進、鉄道分断による山下町と西浜町と

のスムーズな交通アクセスの確保、気門別川の河川改修整備による親水機能の向上と自然環境の保

全など住環境・交通・産業・観光・福祉等の整備改善の位置づけがなされている。 

このことより、本計画は、この上位計画等の位置付けに基づき、中心市街地の機能分担を明確に

し、特色あるまちづくりを図るため、以下の目標（コンセプト）と基本方針により整備を進める。 
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【 目標（コンセプト）】 

地区整備の基本方針を「伊達駅前地区 快適生活空間づくり」として、徒歩圏で日常生活に必要

な商業機能があり、安心してこの地区に生涯住み続けられることを目的とする。 
 

 

 

 

 

【基本方針】 

①まちなか居住推進と安心して住める住環境の創出 

まちなか居住政策として高齢者から若年層まで、多様なニーズに応えられる住宅の整備を

図る。人と人との直接的なコミュニケーションの残る地区特性を活用し、日常生活利便施設

の集積を行い、高い利便性を活かした住宅を供給する。 
 

②地域密着型商店街への再編と魅力の向上 

地区内への大型商業施設や商業核施設の配置は難しいことから、日常生活に必要な商業機

能に特化した地域密着型の商業再編を目指す。居住環境の整備による人口の増加により、地

区内消費活動も活性化することから、買い物の利便性など商店街の魅力を高める。 

また、個店のこだわり（ここでしか買えない、こだわりの品、高い専門性など）を大切に

し、ひとつひとつの個店の個性化、魅力化を図ることで、郊外の大型店舗とは異なるサービ

ス・魅力を創りだしていく。 

 

③歩行者に優しい環境づくりと交通機能の充実 

共同建替や協調建替等による面的整備によって生み出されるオープンスペースを始め、地

区に不足している公園・緑地・広場空間を積極的に創出する。合わせて気門別川を活用しな

がら、計画地区の歩道と連動した水と緑のネットワーク化を推進する。 

地区内の交通網整備（街路・道路）に合わせ、歩行者に優しい歩道の再整備やＪＲ伊達紋

別駅やバスターミナルの連動性・利便性の向上を図る。 
 

④統一感のある景観の形成 
沿道や街並み景観等については、地区計画等を導入するなどして、統一感のある景観の形

成を図る。主要な導入部、アクセス経路には、分かりやすい案内板等を整備する。 

また、石造りの倉庫など昭和初期の趣のある建物は、歴史を感じさせる建築物として利活

用を促進する。 

 
⑤交通結節点機能を活かした情報の発信 

ＪＲ伊達紋別駅やバスターミナルの交通結節点機能を活かし、伊達のさまざまな情報（観

光、産業、行政等）の発信できるよう工夫し、道の駅と連動した特産物や観光、駅周辺の情

報など伊達市のＰＲに努める。 
 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　伊達駅前地区
　　　　　　　　　　快　適　生　活　空　間　づ　く　り

「日常生活に必要なものが徒歩圏で揃う、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安心して生涯暮らせるまちをめざして」
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３．再開発事業の実施に関する計画（事業区域は別紙参照） 

地 区 名 伊達駅前ＡＢ地区（Ｈ2２～26 年） 

地 区 面 積 0.6ha 

事 業 手 法 第一種市街地再開発事業 

施 行 者 個人施行 

事 業 の 概 要 権利者住宅等（住宅、店舗）、公営住宅、平面駐車場 等 

  

地 区 名 伊達駅前Ｃ地区（Ｈ22～24 年） 

地 区 面 積 0.3ha 

事 業 手 法 優良建築物等整備事業 

施 行 者 個人施行 

事 業 の 概 要 公営住宅、平面駐車場 等 

 
 
 
４．建築物の整備に関する計画 
 

【 整備方針 】 

（１）建物の共同化、協調建替えにより、広場等を確保し来街者にゆとりの空間を提供する。 

 （２）建物の外装・看板類・色彩の統一など魅力ある街並み景観を創り出す。 

（３）来街者の利便性を確保するため、建物の共同化等に合わせて駐車場を確保する。 

【 整備手法 】   

   市街地再開発事業や個別建替え事業により、建物の共同化・協調建替を推進する。 
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５．地区施設の整備に関する計画 

事業及び施設名 整 備 内 容 整 備 手 法 

錦大通（錦橋）整備事業 
錦橋架け替え 

道路改良舗装 

街路事業 

（平成 20 年度～24 年度） 

停車場通整備事業 道路改良舗装 
街路事業 

（平成 22 年度（予定）～25 年度） 

 

気門別川河川改修事業 

 

河川改修 

改修延長：河口から 6.2km 

広域基幹二級河川改修事業 

（平成 ５年度～３０年度） 

新橋、市道駅前１号線（以上が地域

活力基盤創造交付金事業）、浜町線整

備事業（一般市道整備事業） 

道路改良舗装 

地域活力基盤創造交付金事業、

一般市道整備事業 

（平成 19 年度～23 年度） 

自由通路整備事業 歩道橋架け替え 
まちづくり交付金事業 

（平成 23 年度～26 年度） 

駅南広場整備事業 
広場整備 

Ａ＝５,９00 ㎡ 

まちづくり交付金事業 

（平成 23 年度～2６年度） 

集会所整備事業 

 

集会所（災害時の一次避難所

としても活用） 

まちづくり交付金事業 

（平成 24 年度～2６年度） 

駅前広場バリアフリー整備事業 
歩道のバリアフリー化整備 

Ａ＝2,400 ㎡ 

まちづくり交付金事業 

（平成 24 年度～2６年度） 

停車場通グレードアップ事業 
街路灯・植樹桝 

Ｌ＝140ｍ 

まちづくり交付金事業 

（平成 24 年度～2６年度） 
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■ 停車場通の道路幅員の構成（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自由通路の整備イメージ図（参考図） 
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６．公開空地等の整備に関する計画 

・地域活性化型の市街地再開発事業により敷地の有効活用を促進し、歩行者空間・ポケットパーク

設置など公開空地等の確保を図る。 

・また、建物の協調建替等を行うことによって、ポケットパークなどの公開空地等の確保を促進し、

地区全体の質的な向上を図る。 

 

 

７．当面の地区整備の方針 
【 再開発事業 】 

①伊達駅前ＡＢ地区 

・当事業は、平成 20 年度に期成会を、平成 21 年度中には地権者による再開発準備会を設立し、

平成 22 年度から第一種市街地再開発事業を開始する予定である。 

・当事業は、空き地を有効に活用するとともに老朽化した店舗や住宅等を建替えし、公営住宅・商

業施設（小売店舗）・平面駐車場等を総合的に整備する事業であり、平成 23 年度に基本設計、事業

認可を受け、平成 26 年度の事業完了を目指している。 

 

②伊達駅前Ｃ地区 

・当事業は、平成 22 年度から優良建築物等整備事業を開始する予定であり、空き地を有効に活用

するとともに老朽化した店舗や住宅等を建替えし、公営住宅、平面駐車場等を整備する事業である。

平成 22 年度に実施設計、事業認可を受け、平成 23 年度の事業完了を目指している。 

 

 

８．再開発事業と公共施設の一体的整備に関する計画 

①公営住宅との一体的整備 

 公営住宅は、伊達市住宅マスタープランとの整合を図りながら、まちなか居住施策として市街地

再開発事業と一体的に施設の整備を推進する。あわせて第六次伊達市総合計画で位置づけされてい

る子育て支援や高齢者福祉の充実施策と整合を図り、地域活性化のため市街地再開発事業と一体的

に施設の整備を推進する。 
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 ９．その他必要な事項 

（１） 関連計画等との整合 

・ 第六次伊達市総合計画：（平成 21 年度～30 年度） 

・ 伊達市都市計画マスタープラン：（平成 16 年度～35 年度） 

・ 伊達市中心市街地活性化基本計画（平成 14 年 3 月策定） 

・ 伊達駅前地区近代化計画策定事業報告書（平成 16 年３月） 

・ （仮称）伊達市耐震改修促進計画（平成 21 年度策定中） 

 

（２）再開発事業の推進 

・ 「伊達駅前ＡＢ地区」及び「伊達駅前Ｃ地区」は平成 22 年度の事業開始に向け、関係権利

者等との連携を一層強め、また、伊達駅前商店街や伊達商工会議所等関係団体との調整を十

分図り事業の推進にあたる。 
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□伊達駅前地区市街地総合再生計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


